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1　後期高齢者医療制度の仕組み

2　保険料率の算定に係る国の方針

　平成20年度から施行された後期高齢者医療制度においては、高齢者の医療費を
「公費（税金）で約5割、若い世代からの支援金（保険料）で約4割、高齢者の保険
料約1割」で負担するというルールとなっている。

　後期高齢者医療の被保険者が保険料として負担する『後期高齢者負担率』は、現役
世代人口の減少に伴って現役世代一人当たり支援金の負担が著しく増加しないよ
う、段階的に引き上げる仕組みとなっている。

　保険料率については、高齢者の医療の確保に関する法律第104条第3項の規定によ
り、医療給付費や保健事業費等の費用、また、国、県、市町村の法定負担分や現役
世代からの支援金等の収入を踏まえて、おおむね2ヶ年の財政の均衡を保つことが
できるように算定し、後期高齢者医療広域連合の条例で定めることとされている。

　令和8年度及び令和9年度の保険料率の算定にあたり、国からは、令和7年12月26
日付け事務連絡において

といった方針が示されている。

公費(約5割)
≪国(3/12+1/12)、県(1/12)、市町村(1/12)≫

後期高齢者支援金(約4割)
≪現役世代からの支援金≫

保険料

(約1割)

自己負担

(1割・2割・3割)
※医療機関

窓口支払分

医療費

【後期高齢者負担率】 H20・H21：10％

⇒ H22・H23：10.26％ ⇒ H24・H25：10.51％

⇒ H26・H27：10.73％ ⇒ H28・H29：10.99％

⇒ H30・R元：11.18％ ⇒ R 2・R 3：11.41％

⇒ R 4・R 5 ：11.72％ ⇒ R 6・R 7：12.67％

⇒ R 8・R 9：13.27％

年々、保険料の負担割合が増加

医療給付費

【現役世代の負担率】 H20・H21：40％

⇒ H22・H23：39.74％ ⇒ H24・H25：39.49％

⇒ H26・H27：39.27％ ⇒ H28・H29：39.01％

⇒ H30・R元：38.82％ ⇒ R 2・R 3：38.59％

⇒ R 4・R 5 ：38.28％ ⇒ R 6・R 7：37.33％

⇒ R 8・R 9：36.73％

年々、現役世代の負担割合が減少

〇令和８年度から子ども・子育て支援金制度が施行されることに伴い、子ども分の

保険料率を算定すること

○ 後期高齢者負担率については、13.27％で算定すること

○ 令和6年度及び令和7年度に発生した剰余金は収入に計上して算定すること
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3　保険料率算定に係る基本的考え方≪前回との比較≫

説明 R6・R7 R8・R9 理由

（1） 後期高齢者
負担率

　医療給付費等の費用に対して被保険者へ保険料と
して求める割合≪国から提示≫

12.67％ 13.27％
≪R7.12時点≫

　現役世代人口の減少に伴い、現役世代
からの支援金負担が著しく増加しないよ
う、段階的に引き上げられることによる増

（2） 平均被保険
者数

　住民基本台帳情報等による増加要因や死亡等によ
る減少要因を踏まえて見込んだ値≪3月末から翌年2
月末までの被保険者数の合計を12ヶ月で除したもの
≫

R6：225,958人(＋3.30％)
R7：233,680人(＋3.42％)

R8：233,022人(＋2.00％)
R9：237,303人(＋1.84％)

（3） 医療給付費 　被保険者が医療機関等の窓口で支払う自己負担額
(1割、2割又は3割)を除いた、当広域連合が医療機関
へ支払うもの(9割、8割又は7割)
　保険料率算定に係る費用の9割以上を占めるもの
　R8.1の最終算定には『（5）診療報酬改定率』を反映

R6：約1,771億円(＋4.01％)
R7：約1,846億円(＋4.19％)

R8：約1,880億円(＋5.45％)
R9：約1,937億円(＋3.05％)

　平均被保険者数増による増

（4） 保険料収納
率

　保険料率を設定するための保険料として必要な賦
課総額を積算するための数値

99.47％
≪R5目標値≫

99.45％
≪R2～R6収納実績の平均値≫

全国平均値だと、高い水準となる。より正
確な数値とするため、直近5か年の実績
から、平均値を算出。

（5） 診療報酬改
定率

　2年に一度の診療報酬改定(診療報酬本体、薬価等)
における影響値≪国から提示≫
　R8.1に『（3）医療給付費』の積算に反映

△0.11％ 2.22％ 　診療報酬　＋3.09％
　薬価　　　　▲0.86％
　材料価格　▲0.01％

（6） 決算剰余金
及び基金の
活用

　国の方針を踏まえ、R6とR7の基金等の剰余金を活
用し、R8・R9保険料率の増額を抑制

基金残高　37億円
≪R6.3末時点≫

基金残高　52億円
≪R8.3末時点見込≫

　2ヶ年(R6・R7)の剰余金
　52億円のうち約9割の45億円を活用

（7） 保険料賦課
限度額

　国の方針を踏まえ、賦課限度額を変更
≪国から提示≫

R6：80万円
R7：80万円

R8：85万円
R9：85万円

（8） 出産育児一
時金に係る
支援

　子育てを社会全体で支援する観点から、後期高齢
者医療制度が出産育児一時金に要する費用の一部
を支援するものであり、国の算定方法による額を費用
として計上≪国から提示≫

　全国の費用130億円×青森
県の被保険者数÷全国被保

険者数≒1.5億円
　1.5億円×2ヶ年＝3.0億円

　全国の費用260億円×令和6年
度青森県の被保険者数÷令和6年
度全国被保険者数≒2.9億円
　2.9億円×2ヶ年＝5.8億円

（9） 子ども・子
育て支援納
付金

　少子化対策の一環で、後期高齢者医療制度を含め
た全世帯・全経済主体が、子育て世代を支えるため、
費用の一部を支援するものであり、国の算定方法に
よる額を費用として計上≪国から提示≫

　全国の費用589億円×R6後期
高齢者医療制度実態調査被保険
者数÷令和6年度全国被保険者数
×所得係数≒5億円
　(R8分のみ)
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4　令和8年度及び令和9年度保険料率算定結果≪令和8年1月時点≫

項　　目 第10期 R8・R9 第9期 前回との比較

区分 説明 医療分 R6・R7 説明

剰余金等 投入財源なし 剰余金 R8 R9(来年度算定) 医療分

後期高齢者負担率 国からの提示値 0.1327 0.1327 0.1327 0.1327 0.1267

所得係数 これまでの実績を参考に所得係数を設定 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000

費用 給付費等総額 381,652,376 381,652,376 361,709,890 19,942,486 被保険者数の増等

うち1・2割負担者分(9・8割給付) 給付費等総額×一般(9・8割給付)の割合(97.00％) 370,202,805 370,202,805 350,858,594 19,344,211

うち3割負担者分(7割給付) 給付費等総額×現役(7割給付)の割合( 3.00％) 11,449,571 11,449,571 10,851,296 598,275

財政安定化基金拠出金 R8～拠出しない見込 0 0 79,577 ▲ 79,577 拠出中止

特別高額医療共同事業拠出金 ﾚｾﾌﾟﾄ1件当たり400万円超に係る国保中央会への拠出金 233,450 233,450 213,850 19,600 対象経費の増

出産育児支援金
260億円×R6青森県被保険者数(223,840人　R7.3末)÷R6全国被保険者数(20,092,284人)≒289,656千円
289,656千円×2ヶ年＝579,312千円

579,312 579,312 296,882 282,430 対象経費の増

子ども・子育て支援納付金
589億円×R6青森県被保険者数(223,907人　R6.9末)÷R6全国被保険者数(20,099,543人)×所得係数(0.75744312390)≒
496,532千円≪R8のみ≫

496,532 526,238 0

保健事業に要する費用
健診単価×健診受診者見込数
受診率　医科(30.00％)　歯科(4.20％)

1,414,499 1,414,499 1,340,052 74,447 受診者見込数の増

審査支払手数料 手数料単価(89.10円/件)×ﾚｾﾌﾟﾄ審査件数(平均被保険者数×29件/人) 1,215,273 1,215,273 1,176,359 38,914 審査支払件数の増

葬祭費 葬祭費単価(5万円/件)×死亡者見込数(平均被保険者数×6.76％) 1,590,500 1,590,500 1,552,000 38,500 死亡見込者数の増

介護予防の一体的実施に係る費用
事業に従事する医療専門職の配置等に要する費用等
　｛38市町村×6,200千円＋2市町村×12,400千円＋87圏域×(4,500千円＋600千円)｝×1.10×2ヶ年

1,549,020 1,549,020 1,301,520 247,500 対象経費の増

① 388,234,430 388,234,430 496,532 526,238 367,670,130 20,564,300

収入 国庫負担金(療養給付費分) 9・8割給付×3/12 92,550,701 92,550,701 87,714,648 4,836,053 給付費総額の増

国庫負担金(高額医療費分) ﾚｾﾌﾟﾄ1件当たり85万円超に係る国負担分（1/4） 2,149,497 2,149,497 2,081,242 68,255 対象経費の増

調整交付金 給付費等総額の約1/12 38,905,051 38,905,051 36,583,887 2,321,164 給付費総額の増

県負担金(療養給付費分) 9・8割給付×1/12 30,850,233 30,850,233 29,238,216 1,612,017 給付費総額の増

県負担金(高額医療費分) ﾚｾﾌﾟﾄ1件当たり85万円超に係る県負担分（1/4）　※国と同様 2,149,497 2,149,497 2,081,242 68,255 対象経費の増

市町村負担金 9・8割給付×1/12 30,850,233 30,850,233 29,238,216 1,612,017 給付費総額の増

後期高齢者交付金 9・8割給付×{1－(後期高齢者負担率＋0.5000)} + 7割給付×(1－後期高齢者負担率) 145,905,703 145,905,703 140,451,949 5,453,754 給付費総額の増

特別高額医療共同事業交付金 ﾚｾﾌﾟﾄ1件当たり400万円超に係る国保中央会からの交付金 121,040 121,040 107,500 13,540

国庫補助（健康診査事業） 補助基準単価×健診受診者見込数×1/3 269,615 269,615 251,306 18,309 対象経費の増

介護予防の一体的実施に係る収入 特別調整交付金 … 費用の2/3 1,032,680 1,032,680 867,680 165,000 対象経費の増

子育て支援に係る収入 0 0 0

剰余金繰入額 52.22億円(R7年度末基金残高見込)-2.8億円(保健事業分)＝49.42億円　⇒　45.0億円(9割) 0 4,500,000 3,700,000 800,000 基金残高の増

財政安定化基金交付金額 0 0 0 0

② 344,784,250 349,284,250 0 0 332,315,886 16,968,364

保険料収納必要額 ③=①-② 43,450,180 38,950,180 496,532 526,238 35,354,244 3,595,936

予定保険料収納率（％） ④ R2～R6収納実績の平均値 99.45 99.45 99.45 99.45 99.47 ▲ 0.02

賦課総額（見込） ⑤=③÷④ 43,690,478 39,165,591 499,278 529,148 35,542,620 3,622,971

R8 233,022 225,958 R6
R9 237,303 233,680 R7

合計被保険者数 ⑥ 470,325 470,325 233,022 237,625 459,638 10,687

一人当たり保険料 ⑦=⑤÷⑥ 軽減前 92,894 83,273 2,143 2,227 77,327

現行(77,327円/人)との差額 15,567 5,946 2,143 2,227

現行(77,327円/人)との比較 120.13% 107.69% 皆増

均等割総額（見込） ⑧ = ⑤÷(1+『所得係数』×52/48)  … 60.61％≪1/（1＋所得係数0.6×52/48）≫ ※国の指示で所得割総額の割合を増やした 26,479,078 23,736,722 302,593 320,696 21,540,982 2,195,740

所得割総額（見込） ⑨=⑤-⑧  … 39.39％≪100％ - 60.61％≫ 17,211,400 15,428,869 196,685 208,452 14,001,638 1,427,231

総所得額（見込） ⑩ 171,972,000 171,972,000 85,914,000 86,058,000 140,785,000 31,187,000

均等割額（見込）(円) ⑧÷⑥ 56,300 50,500 1,300 1,300 46,800 基金活用：△5,800円

現行(46,800円)との差 9,500 3,700 0

所得割率（見込） ⑨÷⑩ 10.00% 9.00% 0.20% 0.20% 9.90% 基金活用：△1.00ﾎﾟｲﾝﾄ

現行(9.90％)との差 0.10ﾎﾟｲﾝﾄ △0.90ﾎﾟｲﾝﾄ 0.00ﾎﾟｲﾝﾄ

　　子ども分

計

計

R8：R7所得額(12月時点)×100.18％(5ヶ年平均伸び)－(232,259人×2,600円(旧但し書き所得) … 85,914,000千円
R9：R8所得見込額 ×100.18％(5ヶ年平均伸び)－(236,459人×2,600円(旧但し書き所得) … 86,058,000千円
※総所得額は、保険料賦課額超過分の所得額を除いて算出している。
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43% 42%
35%

22%

19% 19%
19%

16%

38% 39%
45%

62%

0%
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75歳～79歳 80歳～84歳 85歳～89歳 90歳以上

６回以上利用 ５回以下利用 利用していない

○ 後期高齢者のマイナ保険証を巡る状況等

・ 後期高齢者医療では、外来受診者（約95％）のうち約８割

の方が２か月に１回は受診している。

・ 85歳以上の被保険者については、マイナ保険証利用率が相

対的に低い状況。

※令和７年10月時点のマイナ保険証利用率（オンライン資格確認件数ベース利用率）

70～74歳：48％、75～79歳：37％、80～84歳：33％、85歳以上：24％

・ 高齢者は認知症の進行など、状態像が変わりやすい。

⇒ 円滑なマイナ保険証への移行に向け、利用実績を踏まえるな

どきめ細かい配慮が必要

○ 令和８年８月以降の対応方針（案）

・ 以下のとおり、年齢及びマイナ保険証の過去の利用実績を踏

まえ、全員一律の資格確認書の職権交付を見直してはどうか。

後期高齢者医療制度における令和８年８月以降の資格確認書の職権交付について

●後期高齢者医療制度加入者におけるマイナ保険証の利用実績(R6.9～R7.8)

○ 後期高齢者の資格確認書の職権交付

・ 後期高齢者は、新たな機器の取扱いに不慣れである等の理由から、令和８年７月末までの間、マイナ保険証の保有状況

に関わらず、全員一律に資格確認書を職権交付する運用を行っている。

95% 5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

後期高齢者医療

●年間で外来受診した患者の割合 受診あり 受診なし

（出典）医療給付実態調査（令和５年度）

●年間で外来受診した患者の受診月数割合

5% 6% 6% 7% 8% 11% 40%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

後期高齢者医療

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

（出典）医療給付実態調査（令和５年度）

（注）オンライン資格確認等システムから利用実績を集計
10

マイナ保険証

（申請により資格確認
書の交付も可能） 職権交付

85歳以上

上記以外

マイナ保険証を直近１年間におい
て６回以上利用し、かつ直近３か
月における利用実績あり

※把握可能な期間での実績

84歳以下

職権交付

令和７年12月18日厚生労働省第208回社会保障審議会医 療保険部会　資料

資料２

広域連合ユーザ
長方形

広域連合ユーザ
長方形



オンライン資格確認 マイナ保険証の利用実績
（都道府県別の医療機関・薬局での利用（令和 7年1 0月））

※利用率＝マイナ保険証利用人数 ÷ レセプト件数

（括弧内の値は令和7年9月の値からの変化量（％ポイント））

都道府県名 利用率

北海道 49.41% (+2.31%)

青森県 53.34% (+1.94%)

岩手県 49.45% (+2.38%)

宮城県 50.40% (+3.71%)

秋田県 48.40% (+3.95%)

山形県 52.63% (+2.27%)

福島県 49.40% (+5.03%)

茨城県 50.04% (+2.38%)

栃木県 52.88% (+2.43%)

群馬県 49.29% (+2.46%)

埼玉県 47.36% (+2.85%)

千葉県 49.95% (+2.53%)

東京都 44.06% (+4.65%)

神奈川県 48.42% (+2.93%)

都道府県名 利用率

新潟県 55.40% (+2.38%)

富山県 59.37% (+2.30%)

石川県 54.00% (+2.84%)

福井県 51.60% (+2.70%)

山梨県 44.29% (+2.37%)

長野県 47.49% (+2.45%)

岐阜県 50.10% (+2.23%)

静岡県 56.42% (+2.54%)

愛知県 47.61% (+2.41%)

三重県 51.05% (+3.30%)

滋賀県 48.40% (+2.40%)

京都府 39.92% (+2.10%)

大阪府 37.36% (+2.77%)

兵庫県 42.87% (+2.33%)

奈良県 47.84% (+2.19%)

和歌山県 36.69% (+2.15%)

都道府県名 利用率

鳥取県 49.75% (+2.87%)

島根県 52.74% (+2.79%)

岡山県 46.19% (+2.83%)

広島県 50.10% (+2.64%)

山口県 55.62% (+2.74%)

徳島県 42.21% (+2.28%)

香川県 42.85% (+2.29%)

愛媛県 45.44% (+2.30%)

高知県 40.20% (+2.04%)

福岡県 46.86% (+2.85%)

佐賀県 50.90% (+2.69%)

長崎県 49.42% (+2.34%)

熊本県 52.28% (+2.78%)

大分県 44.80% (+2.32%)

宮崎県 57.48% (+2.66%)

鹿児島県 53.47% (+2.77%)

沖縄県 27.63% (+1.85%)全国 47.26% (+2.86%)

○ 都道府県別のマイナ保険証の利用率（令和7年10月）は以下のとおり。

※黄色＝上位５県 灰色＝下位５県
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【病院】

※利用率＝マイナ保険証利用人数÷ レセプト件数

【病院】【医科診療所】

順位 R7.9順位 都道府県 利用率 MNC利用人数資格確認書等

1 (2) 宮崎 59.08% 341,610 236,580

2 (1) 富山 58.98% 284,977 198,188

3 (3) 静岡 57.26% 1,218,528 909,616

4 (4) 山口 56.64% 458,741 351,193

5 (6) 鹿児島 55.37% 464,912 374,731

6 (5) 新潟 55.18% 636,959 517,423

7 (9) 石川 54.47% 295,490 246,989

8 (8) 島根 54.43% 208,700 174,734

9 (7) 青森 53.96% 372,103 317,441

10 (12) 熊本 53.06% 531,583 470,336

11 (10) 栃木 52.48% 557,144 504,510

12 (11) 山形 52.12% 336,217 308,835

13 (14) 長崎 51.95% 382,336 353,592

14 (17) 三重 51.92% 536,692 497,030

15 (13) 佐賀 51.77% 239,067 222,732

16 (15) 福井 51.68% 182,759 170,876

17 (16) 岐阜 51.45% 590,937 557,596

18 (19) 千葉 51.29% 1,589,167 1,508,957

19 (18) 広島 51.25% 817,163 777,173

20 (28) 宮城 50.89% 677,452 653,756

21 (22) 北海道 50.73% 1,216,705 1,181,890

22 (25) 神奈川 50.66% 2,742,349 2,670,680

23 (20) 鳥取 50.65% 146,601 142,847

24 (21) 奈良 50.46% 355,502 349,019

25 (24) 滋賀 50.22% 357,382 354,265

26 (23) 群馬 50.19% 542,588 538,579

27 (27) 茨城 49.78% 672,456 678,532

28 (36) 福島 49.66% 489,281 496,036

29 (29) 長野 49.46% 499,548 510,402

30 (26) 岩手 49.43% 323,561 331,003

順位 R7.9順位 都道府県 利用率 MNC利用人数資格確認書等

1 (1) 富山 64.81% 142,038 77,108

2 (2) 山口 59.87% 136,968 91,799

3 (3) 石川 59.83% 138,277 92,841

4 (5) 島根 59.10% 70,189 48,570

5 (4) 宮崎 58.92% 128,676 89,716

6 (10) 佐賀 56.55% 92,663 71,187

7 (6) 青森 56.42% 122,794 94,862

8 (8) 鹿児島 56.07% 186,576 146,171

9 (7) 熊本 55.83% 189,124 149,610

10 (9) 静岡 55.58% 294,188 235,089

11 (11) 山形 54.64% 107,975 89,653

12 (14) 三重 54.09% 145,575 123,535

13 (12) 新潟 53.76% 211,543 181,940

14 (13) 岐阜 53.76% 168,187 144,662

15 (17) 福井 53.24% 88,478 77,700

16 (15) 栃木 52.94% 190,329 169,223

17 (16) 長崎 52.60% 134,059 120,816

18 (18) 鳥取 52.35% 56,570 51,492

19 (24) 宮城 52.32% 198,788 181,143

20 (19) 広島 52.17% 246,423 225,907

21 (21) 千葉 51.90% 549,933 509,610

22 (23) 長野 51.61% 226,769 212,616

23 (20) 岩手 51.44% 104,895 99,042

24 (22) 奈良 51.11% 133,918 128,107

25 (27) 神奈川 50.92% 627,113 604,571

26 (25) 茨城 50.78% 270,800 262,495

27 (26) 大分 50.26% 130,650 129,298

28 (28) 群馬 50.13% 166,143 165,302

29 (36) 福島 50.02% 166,162 166,038

30 (29) 北海道 49.43% 611,347 625,344



施設類型別・都道府県別の利用実績 ※利用率＝マイナ保険証利用人数÷ レセプト件数

【病院】 【病院】【医科診療所】

順位 R7.9順位 都道府県 利用率 MNC利用人数資格確認書等

31 (30) 愛知 48.66% 2,227,124 2,349,510

32 (31) 福岡 48.46% 1,475,435 1,569,177

33 (32) 埼玉 48.34% 1,822,001 1,947,059

34 (35) 秋田 48.02% 248,202 268,688

35 (34) 岡山 46.93% 439,018 496,374

36 (33) 愛媛 46.71% 323,613 369,228

37 (41) 東京 46.29% 4,116,026 4,776,240

38 (37) 大分 45.29% 260,570 314,728

39 (38) 山梨 44.23% 186,526 235,147

40 (39) 香川 44.09% 228,286 289,485

41 (40) 兵庫 43.13% 1,392,345 1,836,262

42 (42) 高知 42.46% 117,796 159,636

43 (43) 徳島 42.03% 155,440 214,361

44 (44) 京都 39.90% 523,840 789,161

45 (45) 大阪 38.02% 2,017,968 3,289,186

46 (46) 和歌山 36.65% 204,569 353,545

47 (47) 沖縄 28.14% 189,245 483,178

順位 R7.9順位 都道府県 利用率 MNC利用人数資格確認書等

31 (31) 埼玉 49.07% 546,631 567,295

32 (30) 山梨 49.03% 77,039 80,093

33 (32) 岡山 47.82% 196,576 214,512

34 (33) 愛知 47.53% 525,916 580,617

35 (34) 徳島 47.30% 79,667 88,751

36 (37) 福岡 46.84% 411,437 467,004

37 (35) 愛媛 46.77% 138,333 157,426

38 (38) 滋賀 45.21% 103,693 125,648

39 (40) 香川 45.08% 95,168 115,936

40 (39) 兵庫 45.04% 405,397 494,632

41 (42) 東京 44.38% 1,025,702 1,285,283

42 (41) 高知 43.93% 84,416 107,736

43 (43) 京都 41.63% 197,321 276,686

44 (44) 和歌山 40.06% 74,510 111,503

45 (45) 大阪 39.65% 570,177 867,752

46 (46) 秋田 39.39% 78,119 120,201

47 (47) 沖縄 28.71% 67,063 166,558
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【病院】

※ 利用率＝マイナ保険証利用人数÷ レセプト件数

【薬局】【歯科診療所】

順位 R7.9順位 都道府県 利用率 MNC利用人数資格確認書等

1 (1) 富山 57.02% 90,350 68,091

2 (2) 宮崎 55.97% 88,691 69,773

3 (4) 島根 55.92% 53,878 42,475

4 (5) 山口 55.56% 121,569 97,225

5 (3) 静岡 55.38% 328,980 265,026

6 (6) 新潟 54.98% 177,610 145,450

7 (7) 青森 53.74% 82,083 70,652

8 (8) 栃木 53.21% 164,134 144,323

9 (9) 山形 52.68% 90,411 81,202

10 (11) 石川 52.22% 80,465 73,622

11 (10) 鹿児島 52.01% 128,463 118,517

12 (14) 鳥取 50.88% 42,378 40,908

13 (17) 三重 50.62% 155,685 151,867

14 (12) 長崎 50.49% 111,709 109,549

15 (13) 熊本 50.05% 144,120 143,818

16 (23) 秋田 50.04% 66,245 66,150

17 (16) 岩手 49.89% 82,938 83,290

18 (15) 岐阜 49.78% 184,721 186,338

19 (19) 福井 49.76% 51,742 52,239

20 (26) 宮城 49.64% 183,041 185,663

21 (18) 佐賀 49.42% 68,512 70,130

22 (22) 群馬 48.67% 151,766 160,050

23 (20) 広島 48.49% 232,768 247,286

24 (24) 長野 48.39% 154,794 165,104

25 (21) 北海道 48.35% 359,278 383,777

26 (34) 福島 48.10% 122,524 132,181

27 (25) 茨城 47.99% 209,544 227,077

28 (28) 千葉 47.08% 504,525 567,024

29 (29) 奈良 46.76% 103,528 117,881

30 (27) 滋賀 46.65% 104,197 119,143

順位 R7.9順位 都道府県 利用率 MNC利用人数資格確認書等

1 (1) 富山 57.87% 243,370 177,162

2 (2) 新潟 56.34% 614,750 476,355

3 (3) 静岡 56.01% 987,982 775,929

4 (4) 宮崎 55.66% 308,345 245,640

5 (5) 栃木 53.24% 472,868 415,369

6 (6) 山口 53.11% 378,879 334,498

7 (7) 山形 52.49% 291,441 263,775

8 (10) 秋田 51.91% 260,435 241,257

9 (8) 青森 51.58% 339,167 318,441

10 (12) 福井 51.19% 140,076 133,546

11 (11) 石川 51.10% 232,904 222,917

12 (14) 鹿児島 50.81% 399,389 386,682

13 (13) 熊本 50.72% 436,599 424,138

14 (9) 茨城 50.71% 656,145 637,859

15 (21) 宮城 49.48% 596,343 608,915

16 (22) 福島 49.26% 433,492 446,435

17 (17) 三重 49.09% 399,294 414,140

18 (15) 千葉 48.84% 1,372,414 1,437,885

19 (19) 岩手 48.67% 296,386 312,523

20 (20) 広島 48.62% 671,796 709,950

21 (16) 北海道 48.46% 1,221,915 1,299,480

22 (24) 佐賀 48.45% 222,042 236,269

23 (23) 滋賀 48.13% 293,260 316,072

24 (18) 群馬 48.01% 392,703 425,333

25 (26) 島根 47.68% 160,649 176,286

26 (25) 愛知 47.48% 1,630,986 1,804,049

27 (28) 岐阜 47.33% 442,243 492,062

28 (29) 鳥取 47.12% 114,572 128,560

29 (27) 埼玉 47.06% 1,593,147 1,791,874

30 (30) 神奈川 45.93% 2,099,629 2,471,641



施設類型別・都道府県別の利用実績 ※利用率＝マイナ保険証利用人数÷ レセプト件数

【病院】 【薬局】【歯科診療所】

順位 R7.9順位 都道府県 利用率 MNC利用人数資格確認書等

31 (30) 神奈川 45.98% 722,094 848,269

32 (32) 福岡 44.94% 407,310 499,099

33 (35) 大分 44.80% 67,752 83,480

34 (33) 愛知 44.73% 660,137 815,640

35 (31) 愛媛 44.43% 95,862 119,911

36 (36) 岡山 44.11% 138,925 175,996

37 (38) 山梨 44.11% 60,109 76,177

38 (39) 埼玉 43.69% 550,188 709,219

39 (37) 高知 43.04% 44,037 58,275

40 (40) 徳島 40.62% 49,562 72,463

41 (43) 東京 40.39% 1,087,011 1,604,155

42 (41) 香川 39.82% 66,613 100,674

43 (42) 兵庫 39.80% 390,359 590,535

44 (44) 京都 37.51% 157,566 262,478

45 (45) 和歌山 36.53% 52,214 90,724

46 (46) 大阪 33.57% 585,146 1,157,981

47 (47) 沖縄 24.87% 49,617 149,871

順位 R7.9順位 都道府県 利用率 MNC利用人数資格確認書等

31 (31) 福岡 45.71% 1,250,206 1,484,624

32 (33) 岡山 45.26% 347,208 419,950

33 (32) 長崎 45.06% 300,111 365,909

34 (34) 愛媛 43.62% 254,491 328,930

35 (35) 奈良 43.34% 236,827 309,668

36 (37) 兵庫 42.96% 1,128,017 1,497,514

37 (36) 長野 42.92% 382,859 509,234

38 (41) 東京 42.58% 3,067,246 4,135,596

39 (38) 山梨 42.53% 167,268 226,067

40 (40) 大分 41.79% 236,351 329,268

41 (39) 香川 41.51% 186,281 262,513

42 (43) 徳島 40.29% 124,340 184,301

43 (42) 京都 40.15% 409,774 610,730

44 (44) 大阪 37.31% 1,496,280 2,514,011

45 (45) 和歌山 35.21% 138,279 254,496

46 (46) 高知 34.66% 102,582 193,367

47 (47) 沖縄 27.56% 166,934 438,755
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